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 1　位置と地勢

 2　消防本部署所の配置図

旭川市消防本部は，北海道のほぼ中央にある上川盆地に位置し，旭川市のほか，消
防事務を受託している上川郡上川町及び上川郡鷹栖町を管轄しています。

令和4年4月1日現在，管轄人口約34万人，管轄面積約1,937ｋ㎡に1本部4消防署10出
張所を配置し，74台の消防車両と405人の消防職員が，地域の消防団員とともに日夜,
災害等に対応し, 地域住民の安全・安心の確保に努めています。

当本部の管轄区域は, 日本最大の国立公園である大雪山国立公園の一部を擁し，北
海道の屋根と言われる雄大な大雪山連峰を背に悠々たる石狩川が流れ，人々を魅了す
る国内最北の動物園である旭山動物園，国内で一番早い紅葉が楽しめる層雲峡温泉な
どがあり，人気の施設や四季折々の豊かな自然を求めて道内外から多くの観光客が訪
れています。

また，道内他圏域を結ぶ主要国道や鉄道4路線（函館本線，石北本線，宗谷本線，富
良野線）のほか，国内3都市（東京，名古屋，大阪）・海外1都市（台北）を結ぶ空路
があり，管轄区域は，北海道の交通の要衝・物流の拠点となっています。
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 3　消防本部署所の一覧

名     称 所  在  地
電話番号
FAX番号

建築・改築
年月日

消 防 本 部 7 条 通 10 丁 目
0166-23-4556
0166-24-2229

S58. 8. 1

南 消 防 署 7 条 通 10 丁 目
0166-23-4649
0166-22-8750

S58. 8. 1

忠 和 出 張 所 忠 和 4 条 8 丁 目
0166-63-1789
0166-63-1790

H 2.12.22

緑 が 丘 出 張 所 緑が丘東 3条 1丁目
0166-60-8802
0166-60-8803

R 1. 7. 8

豊 岡 出 張 所 豊 岡 3 条 3 丁 目
0166-31-4603
0166-31-4631

H27. 2.27

神 楽 出 張 所 神 楽 4 条 7 丁 目
0166-61-2251
0166-61-2263

H14. 9.30

東 旭 川 出 張 所 東旭川北 1条 6丁目
0166-36-1171

同上
S44. 6.30

東 光 出 張 所 東 光 27 条 8 丁 目
0166-33-9973
0166-33-9929

H20. 8.18

西 神 楽 分 遣 所 西神楽北 1条 2丁目
0166-75-4419

FAXなし
R 2. 1.31
(庁舎建替)

北 消 防 署 大 町 3 条 5 丁 目
0166-51-8138
0166-54-9835

H 3.12.21

新 旭 川 出 張 所 大 雪 通 8 丁 目
0166-26-0559

同上

S35.11.10
S59.11.30
(庁舎改築)

春 光 出 張 所 末 広 4 条 1 丁 目
0166-51-3823
0166-51-3825

S46.12.15

永 山 出 張 所 永 山 2 条 17 丁 目
0166-48-2055

同上
S41. 5.24

近 文 分 遣 所 緑 町 17 丁 目
0166-51-3689

FAXなし
S55.12.10

東 鷹 栖 分 遣 所 東鷹栖東 1条 4丁目
0166-57-2507

同上
S41. 8. 8

上 川 消 防 署 上 川 町 北 町
01658-2-1040
01658-2-3216

S54. 1.30

層 雲 峡 出 張 所 上 川 町 字 層 雲 峡
01658-5-3107
01658-5-3004

H25. 8.21

鷹 栖 消 防 署 鷹栖町南 1条 3丁目
0166-87-2042
0166-87-3042

S52. 8. 8
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 4　消防本部が所管する条例

◯　消防団員服務規律及び懲戒条例(昭和24年6月28日 条例第33号)

◯　旭川市消防団員の定員並びに任免等に関する条例(昭和26年9月20日 条例第37号)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 (令和元年9月13日改正)

◯　旭川市消防団員の報酬に関する条例(昭和28年4月1日 条例第24号)
           　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　(令和4年4月1日改正)

◯　旭川市消防賞慰金支給条例(昭和28年11月10日 条例第47号)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成18年5月26日改正)

◯　旭川市賞慰金審査委員会条例(昭和28年12月28日 条例第51号)
　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 (平成29年3月24日改正)

◯　旭川市消防条例(昭和38年10月11日 条例第44号)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (平成25年12月18日改正)

◯　旭川市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例
　　　　　　　　　　　　　　　　(昭和39年6月2日 条例第40号)(平成26年7月2日改正)

◯　旭川市消防職員等表彰条例(昭和40年4月5日 条例第28号)
                                                           (昭和53年4月1日改正)

◯　旭川市消防団の設置，名称及び区域に関する条例(昭和40年4月5日 条例第22号)
                                                          (平成18年9月15日改正)

◯　旭川市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年10月4日 条例第24号)
                                                            (令和4年4月1日改正)

◯　旭川市火災予防条例(昭和48年10月19日 条例第41号)
                                                           (令和3年3月24日改正)

◯　旭川市消防手数料条例(平成12年3月31日 条例第13号)
　　　　　　　　　　                                      (令和元年9月13日改正)

◯　旭川市総合防災センターコミュニティホール等の使用に関する条例
                               (平成22年3月25日 条例第9号)(令和元年9月13日改正)

◯　旭川市緊急通報システム事業の実施に関する条例(平成23年3月24日 条例第12号)
                                                          (平成26年9月19日改正)

◯　旭川市消防長及び消防署長の資格に関する条例(平成26年3月25日 条例第7号)
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月 日 行　　事　　名 開催場所・会場等 担　当　課

1 新採用職員辞令交付式 南消防署 総務課

20 春の火災予防運動総合訓練 旭川トーヨーホテル 警防課

20～30 春の火災予防運動 旭川市・上川町・鷹栖町 予防指導課

15･16 第３回甲種防火管理者講習 イオンモール旭川駅前店 予防指導課

21 防災管理新規講習 職員会館 予防指導課

13 第１回甲種防火管理再講習 市民文化会館 予防指導課

14 第２回甲種防火管理再講習 市民文化会館 予防指導課

14 甲種防火管理再講習・防災管理再講習 市民文化会館 予防指導課

27･28 第４回甲種防火管理新規講習 イオンモール旭川駅前店 予防指導課

14･15 第５回甲種防火管理新規講習 イオンモール旭川駅前店 予防指導課

16･17 移動タンク貯蔵所一斉検査 総合防災センター 予防指導課

15 秋の火災予防運動総合訓練 ケーズデンキ旭川大雪通店 警防課

15～31 秋の火災予防運動 旭川市・上川町・鷹栖町 予防指導課

21･22 特別点検 総合防災センター 警防課

9･10 第６回甲種防火管理新規講習 イオンモール旭川駅前店 予防指導課

13 緊急消防援助隊北海道東北ブロック合同訓練 釧路市 警防課

16･17 第７回甲種防火管理新規講習 イオンモール旭川駅前店 予防指導課

30 第１回乙種防火管理新規講習 総合防災センター 予防指導課

1 第２回乙種防火管理新規講習 総合防災センター 予防指導課

2 第３回乙種防火管理新規講習 総合防災センター 予防指導課

6～17 歳末特別防火査察 旭川市 予防指導課

1 9 消防出初式
旭川市リアルター夢りんご
体育館

総務課

2 22 第４回乙種防火管理新規講習 総合防災センター 予防指導課

3 23･24 第８回甲種防火管理新規講習 イオンモール旭川駅前店 予防指導課

 5　主要事業・行事
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